
上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様
に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいた
します。

第39回定時株主総会の招集に際しての
電子提供措置事項

● 事業報告
「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

● 連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

● 計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第39期
（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

明和地所株式会社



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため
の体制についての決定内容の概要は次のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．取締役及び執行役員並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コーポレ
ート・ガバナンスに関する基本方針」及び「明和地所グループ　行動規範」等の実践的運用がなされる体制を
構築する。
ロ．部門ごとに上記体制を構築、運用するものとし、コンプライアンス委員会がこれを統括することで当社全体
としてのコンプライアンス体制の整備、運用に努める。
ハ．取締役及び執行役員は、上記基本方針等を率先垂範して実践するとともに、使用人に対する継続的な啓発教
育を行う。
ニ．取締役及び執行役員並びに使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を認識し
た場合には、ヘルプライン運用規程に従い、当該事実を報告する。また、当社は実効性確保のため、社内及び
社外に通報手段を確保するとともに、通報を行った取締役、執行役員又は使用人に不利益がないことを保障す
る。
ホ．監査室を業務執行部門から独立した代表取締役直属の内部監査部門と位置付け、各部門における問題点の把
握と改善に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報（電磁的記録を含む）を文書取扱規程に基づき、適切に
保存、管理する。
ロ．当該情報につき取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、速やかに本社において閲覧が可能な方法に
より保存を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．企業の継続性を担保するため、損失の危険の管理（以下「リスク管理」という。）が実践的に実施される体
制を構築する。

－ 1 －



ロ．リスク管理委員会は、リスク管理の基本方針を含むリスク管理規程を制定し、各部門におけるリスク管理の
整備、運用を統括する。
ハ．取締役及び執行役員は、リスク管理における主導的な役割を果たすとともに使用人に対する継続的な啓発教
育を行う。
ニ．事故等発生時には所管部門よりの報告に基づき、リスク管理委員会及び取締役会において迅速、適切な対応
を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会は、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき、執行役員に権限委譲を行い、担当業務と職務権限を
明確にすることにより、効率的に業務を遂行できる体制をとる。
ロ．取締役間の連携の有効性を高め、経営上の重要事項を組織横断的に検討、決定するために、取締役及び執行
役員並びに主要な使用人で構成される経営戦略会議及び部門長会議を設置し、意思決定及び業務執行の迅速化
を図る。
ハ．取締役は、執行役員及び使用人に対して分掌業務に関する経営上の目標を明確化しその浸透を図る。

⑤ 当社及び子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）における業務の適正を確保す
るための体制
イ．子会社の取締役、業務を執行する社員等（以下「取締役等」という。）及び使用人の職務の執行が法令及び
定款に適合することを確保するための体制
ａ．子会社の業務の適正を確保するため、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」及び「明和地所グ
ループ　行動規範」を当社グループにおいて共有し、同基本方針等の実践的運用がなされる体制を子会社の
実情に合わせて構築する。
ｂ．当社社長室による統括管理を行うとともに、当社監査室による内部監査を実施する。
ロ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ａ．当社の代表取締役社長、子会社担当執行役員、常勤監査役及び子会社の取締役等で構成される関係会社会
議を定期的に開催し、子会社の経営全般に関する重要事項を報告、協議する。
ｂ．子会社担当執行役員は、子会社の業務、取締役等及び使用人の職務執行の状況について、当社取締役会に
報告を行う。
ｃ．統括部門である社長室は、子会社からの報告を受領し、必要に応じた協議・指導を行う。
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ハ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．子会社の取締役会は、リスク管理規程を制定し、統括部門である社長室と協議のうえ、同規程に従い、リ
スクに対応する。
ｂ．当社グループ全体への影響が予見される事項やグループ横断的な対処が必要な事項については、当社リス
ク管理委員会が所管し、統一的に対応する。

ニ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．子会社の取締役会は、職務分掌規程、職務権限規程等に基づき、取締役等の担当業務と職務権限を明確に
することにより、効率的に業務を遂行できる体制をとる。
ｂ．関係会社会議を定期的に開催し、経営情報の共有等を図ることにより、当社グループとしての整合性のと
れた企業運営を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役は、監査室所属の使用人及び監査役が監査業務に必要と考える部門の使用人に対して、監査業務に必要な
事項を指示することができ、監査室及び指示を受けた使用人はこれに全面的に協力する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ．監査役から監査業務に必要な指示を受けた使用人は､その依頼に関し､取締役その他の者からの指揮命令を受
けないものとする。
ロ．当該使用人の異動等については、監査役の同意を得るものとする。

⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項
イ．取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制
　取締役、執行役員及び使用人が、監査役に対して、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす
事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を整備する。
ロ．子会社の取締役等、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
　子会社の取締役等及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項があることを発見し
たときは、当該事実を当社の監査役又は社長室に報告する。
ハ．上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　ヘルプライン運用規程に準じ、当該報告を行った者に対して不利な取扱いを行わないことを保障する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役が、職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、速やかに費用又は債務を処理する。
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⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役会と代表取締役との定期的な意見交換会を実施するとともに、監査役に対して、取締役会のほか経営戦略
会議等の重要な会議に出席することを求めており、その際、必要に応じて議事内容を事前に、資料に基づき説明す
る。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
イ．当社グループは、コンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付けており、「明和地所グループ　
行動規範」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした対
応をする。」ことを遵守すべき基本的な規範としている。
ロ．総務部を反社会的勢力の対応部門とし、警察当局、顧問弁護士等との連携を図り、事案に応じて対応するこ
ととしている。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

① コンプライアンス体制
　「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」、「明和地所グループ行動規範」を制定し、全役職員がその実
践に努めております。
　また、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、重要なコンプライアンス上の課題についての審議、取締役
会・代表取締役への報告・提案を行っております。

② 損失の危険の管理に関する体制
　リスク管理委員会を定期的に開催し、リスク管理体制の検証及び見直しを行っております。

③ 企業集団における業務の適正を確保する体制
　社長室による統括管理を行うとともに、監査室による内部監査を実施しております。
　また、当社及び子会社の役職員で構成される関係会社会議を定期的に開催し、重要事項の報告を受けるととも
に、各子会社の経営計画の進捗状況等を確認しております。

④ 監査に関する体制
　内部監査については、業務執行部門から独立した監査室が内部監査計画に基づき、監査を実施しております。
　また、監査役の監査については、監査役会において定めた監査計画に基づいた監査を行うとともに、会計監査人
及び監査室と定期的に情報交換をしております。
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連結株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 3,537 5,395 23,051 31,984

当期変動額

剰余金の配当 △937 △937

親会社株主に帰属する当期純利益 2,897 2,897
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 1,959 1,959

当期末残高 3,537 5,395 25,011 33,944

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券評価差額

金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △0 △11 △11 31,973

当期変動額

剰余金の配当 △937

親会社株主に帰属する当期純利益 2,897
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △7 54 46 46

当期変動額合計 △7 54 46 2,005

当期末残高 △7 42 34 33,979
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連結注記表
(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
１．連結の範囲に関する事項
⑴　連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社の数　　　　　　5社
連結子会社の名称
明和地所コミュニティ株式会社、明和地所ファイナンス株式会社、明和地所ライフサポート株式会社、タケイチバリュア
ブル不動産株式会社、株式会社立川木材市場

上記のうち、株式会社立川木材市場については、当連結会計年度において新たに株式を取得したため、連結の範囲に含めて
おります。

⑵　主要な非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
明和地所住宅販売株式会社

連結の範囲から除いた理由
　非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれも僅少であり、連結計算書類に重要な影響を及
ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等
主要な会社等の名称
明和地所住宅販売株式会社
持分法を適用していない理由
　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ重要性がないため、これらの会社に対する投資勘定については、持分法を適用しておりません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

その他の棚卸資産
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）………定率法
　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　10年～50年

②　無形固定資産（リース資産を除く）………定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③　リース資産………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用することとしております。
⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　受取手形、売掛金、貸付金等の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②　賞与引当金
　当社及び連結子会社の従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上
しております。
③　役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。
④　役員退職慰労引当金
　当社及び一部の連結子会社の役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額の全額を計上しておりま
す。

⑤　株主優待引当金
　株主優待制度の利用による費用負担に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により
費用処理しております。
　数理計算上の差異については、その発生時の翌連結会計年度にて一括費用処理することとしております。

⑸　収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
①　分譲事業
　　マンション分譲
　マンション分譲は、用地の仕入れから完成まで行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者へ販売する事業であ
り、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しておりま
す。なお、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除してお
ります。
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②　流通事業
イ．売買仲介
　不動産の仲介は、不動産の売買の際に買主と売主の間に立ち売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基
づき取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の
履行手続への関与等の一連の業務に関する義務を負っております。
　当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、
当該引渡し時点において収益を計上しております。
ロ．買取再販
　買取再販は、中古マンション等を取得しリノベーション等により資産価値を高めた後、主に一般消費者へ販売する事業
であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しておりま
す。
ハ．ウェルスソリューション事業
　ウェルスソリューション事業は、用地の仕入れから完成まで行ったマンションや仕入れた完成済マンション等を主に富
裕層へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しておりま
す。

③　管理事業
イ．マンション管理
　マンションの管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合の決算・運営補助業務等マンションの総合管理業
務を行っております。
　当該業務にかかる履行義務は、管理組合との管理委託契約に基づきそれぞれのサービスが提供される時点で充足される
ものであり、個々のサービスの提供が完了した時点で収益を計上しております。

ロ．リニューアル
　マンション共用部分の建物・給水設備診断及び大規模修繕工事コンサルティング業務を行っており、主として管理組合
から設計業務及び工事監理業務を委託され代行する義務となりますが、一部工事については工事請負契約を締結し工事を
完了させる義務を負っております。
　当該履行義務は工事期間がごく短いため、工事完了時点において収益を計上しております。
ハ．保険代理店
　保険会社との保険代理店委託契約に基づき、保険会社を代理して管理組合や個人と保険契約を締結することにより、保
険契約の媒介及び代理行為に伴う手数料が各保険会社との間で発生する事業であり一連の業務に関する義務を負っており
ます。
　当該履行義務は個々の保険契約ごとの残存有効契約期間にわたって充足されるものであり、各期間において収益を計上
しております。

④　賃貸事業
　　賃貸管理
　賃貸管理は、オーナー所有物件の賃貸管理、建物管理、サブリース業務及び入居者の退去後の原状回復工事等を行って
おります。
　当該業務にかかる履行義務はそれぞれのサービスが提供される一時点で充足されるものであり、サービスの提供が完了
した時点において収益を計上しております。また、原状回復工事は工事期間がごく短いため、工事完了時点において収益
を計上しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引につい
ては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を計上しております。
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⑤　その他事業
イ．リフォーム工事
　建築工事を請け負う事業であり、主に一般消費者との建物工事請負契約に基づき、建築工事を完成させる義務を負って
おります。
　当該履行義務は工事期間がごく短いため、工事完了時点において収益を計上しております。
ロ．住宅設備機器の企画・販売
　住宅設備機器の販売を行う事業であり、主に一般消費者へ商品の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は製品が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しておりま
す。なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受
け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を計上しております。

⑹　その他連結計算書類作成のための重要な事項
①　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法
　金利スワップについて、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息

ハ．ヘッジ方針
　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
ニ．ヘッジの有効性評価の方法
　金利スワップの特例処理の要件を満たしているので連結会計年度末における有効性の評価を省略しております。

②　消費税等の会計処理
　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の期間費用として処理しております。

③　グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

④　広告宣伝費の処理方法
　不動産分譲において発売前に発生した広告宣伝費を前払費用として計上し、発売時に費用処理しております。

⑤　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却を行っております。

(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書き

に定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以
下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当連結会計年
度の連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書類における取扱い
の見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更
は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方針の変更による
前連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。
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棚卸資産評価損 48百万円

現金及び預金 310百万円
販売用不動産 20,950百万円
仕掛販売用不動産 79,352百万円
営業貸付金 262百万円
建物及び構築物 640百万円
土地 440百万円
その他（有形固定資産） 3百万円
　　　計 101,960百万円

(会計上の見積りに関する注記)
１．繰延税金資産の回収可能性
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）　307百万円
（繰延税金負債と相殺する前の金額は407百万円）

⑵　連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　算出方法
　将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収
可能性を判断しております。課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としております。

②　主要な仮定
　課税所得の見積りの基礎となる将来の事業計画における主要な仮定は分譲マンションの予想引渡戸数であります。
③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定である分譲マンションの予想引渡戸数は、見積りの不確実性が高く、引渡戸数が変動することに伴い、課税所
得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与え、繰延税金資産の取崩しが生じる
可能性があります。

２．棚卸資産の評価
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
①　算出方法
　販売用不動産及び仕掛販売用不動産は取得原価をもって貸借対照表価額とし、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価
額を下回った場合には、正味売却価額まで減額し、当該減少額を評価損として計上しております。正味売却価額は個別物件
ごとの事業計画における販売見込額及び見積原価等に基づいております。
②　主要な仮定
　正味売却価額の算出に用いた主要な仮定は、物件の特性、周辺の取引事例、今後の市場動向及び過去の販売実績等を踏ま
え決定した販売見込額及び見積原価であります。
③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定である販売見込額及び見積原価は不確実性を伴い、市況の変化や追加工事の発生、建築工事の遅延等により、
見積りと将来の結果が異なる可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)
1．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産
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短期借入金 15,047百万円
１年内返済予定の長期借入金 19,315百万円
長期借入金 44,330百万円
　　　計 78,694百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 5,156百万円

48百万円

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 23,447千株 －千株 －千株 23,447千株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2024年6月27日
定時株主総会 普通株式 937百万円 40円 2024年3月31日 2024年6月28日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2025年6月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 937百万円 40円 2025年3月31日 2025年6月30日

⑵　担保に係る債務

３．保証債務
　当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了までの間、金融機関等19社に対し、次のとおり連帯債務保証を行って
おります。

5,433百万円

(連結損益計算書に関する注記)
期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
１．発行済株式の総数に関する事項

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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連結貸借対照表計上額（＊2） 時価（＊2） 差額

(１) 営業貸付金 435
貸倒引当金(＊1) △0

434 437 2
(２) 投資有価証券

その他有価証券 68 70 2
(３) 1年内返済予定の長期借入金及び長期

借入金 (70,986) (71,197) 210

(金融商品に関する注記)
１．金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により事業に必要となる資金を
調達しております。当社グループでは、連結子会社において、住宅ローン等金融事業を行っております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引ごとに個別の検討を行い、リスク低減を図っております。営業貸付金
は住宅ローンを主体としたものであり、四半期ごとに与信リスクの見直しを実施しております。また、投資有価証券は主とし
て上場株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて１年以内の支払期日となっております。借入金の使途はプロ
ジェクト資金及び設備投資資金（原則として長期）であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場
価格のない株式等（連結貸借対照表計上額28百万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省
略しており、預金、受取手形及び売掛金、未収還付法人税等、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金並びに未払法
人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

(＊1) 営業貸付金に対して貸倒実績率を用いて計算した貸倒引当金を控除しております。
(＊2) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しており
ます。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象と

なる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプッ

トを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 48 22 － 70

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

営業貸付金 － 437 － 437
1年内返済予定の長期借入金及び長期借
入金 － 71,197 － 71,197

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

4,417 △249 4,167 5,121

⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資有価証券のうち上場株式は取引所の価格によっており、活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しておりま
す。その他の株式については、市場での取引頻度は低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に
分類しております。
営業貸付金
営業貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しておりレベル２
の時価に分類しております。
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いて算定しておりレベル２の時価に分類しております。

(賃貸等不動産に関する注記)
　当社及び一部の連結子会社では、首都圏を中心に、賃貸住宅等（土地を含む）を所有しております。当連結会計年度における
当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は164百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。
　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額は、賃貸用不動産の売却及び減価償却費の計上によるものであります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価等に基づく金額、その他の物件については、
土地は適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額により、建物等については連結貸借対照表計上額をもって時
価としております。
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報告セグメント
その他 合計

分譲事業 流通事業 管理事業 賃貸事業 計

一時点で移転される財 53,263 19,373 5,941 43 78,622 114 78,737
一定の期間にわたり移転
される財 － － 89 － 89 － 89
顧客との契約から生じる
収益 53,263 19,373 6,030 43 78,711 114 78,826

その他の収益 124 295 － 638 1,058 16 1,075
外部顧客への売上高 53,388 19,669 6,030 681 79,770 131 79,902

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権
売掛金 196 210

契約負債
前受金 7,938 7,744
その他 7 －
計 7,945 7,744

１年以内 57,252百万円
１年超 16,554百万円

(収益認識に関する注記)
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住設企画販売事業等を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４．会計方針に関する事項　⑸　収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　契約負債等の残高

(単位：百万円)

契約負債は、主として分譲事業におけるマンション分譲等の顧客との不動産売買契約に基づき、受け取った手付金等の前
受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初予想される契約期間
が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込
まれる期間は、次のとおりであります。

当該履行義務は、主として分譲事業におけるマンション分譲等に関するものであります。
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１株当たり純資産額 1,449円15銭
１株当たり当期純利益 123円57銭

(１株当たり情報に関する注記)

(重要な後発事象に関する注記)
　該当事項はありません。

(その他の注記)
　記載金額の表示単位未満の処理につきましては、１株当たり情報に関する注記については四捨五入し、その他の項目につきま
しては端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで） (単位：百万円)

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金
当期首残高 3,537 5,395 5,395 579 20,704 21,283 30,216
当期変動額
剰余金の配当 △937 △937 △937
当期純利益 2,803 2,803 2,803
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 1,865 1,865 1,865
当期末残高 3,537 5,395 5,395 579 22,569 23,149 32,082

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額
等合計

当期首残高 △0 △0 30,216
当期変動額
剰余金の配当 △937
当期純利益 2,803
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △7 △7 △7

当期変動額合計 △7 △7 1,857
当期末残高 △7 △7 32,074
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個別注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１．資産の評価基準及び評価方法
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの …………当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 ………………………移動平均法による原価法

⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産及び仕掛販売用不動産………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
貯蔵品…………………………………………最終仕入原価法

２．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）………定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　15年～50年
⑵　無形固定資産（リース資産を除く）………定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
⑶　リース資産………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用することとしております。

３．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

　受取手形、売掛金等の貸倒れの損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
⑶　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。
⑷　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は次のとおりです。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法により
費用処理しております。
　数理計算上の差異については、その発生時の翌事業年度にて一括費用処理することとしております。
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⑸　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。

⑹　株主優待引当金
　株主優待制度の利用による費用負担に備えるため発生すると見込まれる額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点

（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
⑴　分譲事業

　　マンション分譲
　マンション分譲は、用地の仕入れから完成まで行ったマンションの各分譲住戸を主に一般消費者へ販売する事業であり、
顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しております。
なお、販売促進費として販売費及び一般管理費に計上していた顧客に支払われる対価の一部を売上高から控除しておりま
す。

⑵　流通事業
①　売買仲介

　不動産の仲介は、不動産の売買の際に買主と売主の間に立ち売買契約を成立させる事業であり、顧客との媒介契約に基づ
き取引条件の交渉・調整等の契約成立に向けての業務、重要事項説明書の交付・説明、契約書の作成・交付及び契約の履行
手続への関与等の一連の業務に関する義務を負っております。
　当該履行義務は媒介契約により成立した不動産売買契約に関する物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当
該引渡し時点において収益を計上しております。
②　買取再販

　買取再販は、中古マンション等を取得しリノベーション等により資産価値を高めた後、主に一般消費者へ販売する事業で
あり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しております。
③　ウェルスソリューション事業

　ウェルスソリューション事業は、用地の仕入れから完成まで行ったマンションや仕入れた完成済マンション等を主に富裕
層へ販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っております。
　当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡し時点において収益を計上しております。

⑶　賃貸事業
　　賃貸管理

　賃貸管理は、オーナー所有物件の賃貸管理、建物管理、サブリース業務及び入居者の退去後の原状回復工事等を行ってお
ります。
　当該業務にかかる履行義務はそれぞれのサービスが提供される一時点で充足されるものであり、サービスの提供が完了し
た時点において収益を計上しております。また、原状回復工事は工事期間がごく短いため、工事完了時点において収益を計
上しております。なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、
顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を計上しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。
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棚卸資産評価損 48百万円

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息

③　ヘッジ方針
　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
④　ヘッジの有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているので事業年度末における有効性の評価を省略しております。
⑵　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ
れらの会計処理の方法と異なっております。

⑶　消費税等の会計処理
　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の期間費用として処理しております。

⑷　グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

⑸　広告宣伝費の処理方法
　不動産分譲において発売前に発生した広告宣伝費を前払費用として計上し、発売時に費用処理しております。

(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

(会計上の見積りに関する注記)
１．繰延税金資産の回収可能性
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額）　259百万円
（繰延税金負債と相殺する前の金額は302百万円）

⑵　計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載のとおりであります。

２．棚卸資産の評価
⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　連結注記表（会計上の見積りに関する注記）に記載のとおりであります。
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販売用不動産 20,991百万円
仕掛販売用不動産 79,356百万円
建物 558百万円
構築物 7百万円
機械及び装置 3百万円
土地 222百万円

計 101,141百万円

短期借入金 13,662百万円
１年内返済予定の長期借入金 19,315百万円
長期借入金 44,330百万円

計 77,309百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 4,628百万円

明和地所ファイナンス株式会社 1,385百万円

5,433百万円

金銭債権 1,048百万円
金銭債務 1,945百万円

売掛金 23百万円

前受金 7,520百万円

売上高 157百万円
仕入高 2,958百万円
営業取引以外の取引高 507百万円

48百万円

(貸借対照表に関する注記)
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３．保証債務
⑴　他社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

⑵　当社顧客の住宅ローンに関して、抵当権設定登記完了までの間、金融機関等19社に対し次のとおり連帯債務保証を行ってお
ります。

４．関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。

５．売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

６．契約負債の金額

(損益計算書に関する注記)
１．関係会社との取引高

２．期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。
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繰延税金資産
貸倒引当金 12百万円
退職給付引当金 55百万円
役員退職慰労引当金 78百万円
未払事業税等 32百万円
棚卸資産評価損 243百万円
ゴルフ会員権評価損 21百万円
関係会社株式評価損 336百万円
減損損失 400百万円
固定資産評価損 172百万円
控除対象外消費税等 35百万円
減価償却費超過額 72百万円
賞与引当金 123百万円
投資有価証券評価損 1百万円
その他 51百万円

繰延税金資産小計 1,635百万円
評価性引当額 △1,333百万円

繰延税金資産計 302百万円
繰延税金負債

前払年金費用 △26百万円
その他 △16百万円

繰延税金負債計 △43百万円
繰延税金資産の純額 259百万円

(税効果会計に関する注記)
１．当社における繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、次のとおりであります。

２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」(令和７年法律第13号)が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４
月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
　これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債
については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。なお、この税率変更による影響は軽微でありま
す。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等についてはリース契約により使用しております。

(収益認識に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「重要な会計方針に係る事項に関する注記　４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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 種類 会社等の名称
又は氏名

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有 (被所有)

割合 (％)
関連当事者と

の関係 取引の内容 取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

子会社

明和地所コ
ミュニティ
㈱

400 その他事業 所有
直接　100.00

住設機器の
仕入

住設機器の仕入
（注1） 1,452 電子記録

債務 1,107

明和地所フ
ァイナンス
㈱

200 その他事業 所有
直接　100.00

資金の借入
役員の兼任

資金の借入
（注2） －

１年内返済予
定の関係会社
長期借入金

595

債務の保証
（注3） 1,385 － －

タケイチバ
リュアブル
不動産㈱

50 流通事業 所有
　直接　100.00

資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注2） － 関係会社長期

貸付金 168

㈱立川木材
市場 15 賃貸事業 所有

直接　100.00
資金の貸付
役員の兼任

資金の貸付
（注2） 972 関係会社長期

貸付金 852

 種類 会社等の名称
又は氏名

資本金又は
出資金

(百万円)
事業の内容
又は職業

議決権等の
所有 (被所有)

割合 (％)
関連当事者と

の関係 取引の内容 取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)

役員 川田　幸司 － 当社取締役 被所有
直接 　　0.01 不動産の取引

販売用不動産の
譲渡

（注1）
33 － －

１株当たり純資産額 1,367円93銭
１株当たり当期純利益 119円57銭

(関連当事者との取引に関する注記)
１．子会社及び関連会社等

２．役員及び個人主要株主等

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等は、他の一般的条件及び市場価格等を勘案して決定しております。
　　　２．資金の借入及び資金の貸付については、市場金利を勘案して金利を決定しております。
　　　３．子会社の銀行借入金について保証等を行っております。

(１株当たり情報に関する注記)

(重要な後発事象に関する注記)
　該当事項はありません。

(その他の注記)
　記載金額の表示単位未満の処理につきましては、１株当たり情報に関する注記については四捨五入し、その他の項目につきま
しては端数を切り捨てて表示しております。

－ 22 －


